
八代市日奈久観光交流施設の管理運営に関する協定書（例） 

 

八代市（以下「甲」という） と ○○○（以下「乙」という）とは、八代市日奈久観光交流施設

（以下「交流施設」という。）の管理及び運営に関する業務（以下「管理業務」という。）につい

て、次の条項により協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、八代市日奈久観光交流施設条例（平成２３年八代市条例第３０号。以下「条

例」という。）第１４条の規定により指定管理者に指定された乙が行う交流施設の管理業務に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（管理物件） 

第２条 乙が管理する施設及び物品等（以下「管理物件」という）は、別に甲が提示する財産台帳

及び物品台帳によるものとする。 

２ 乙は、管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。 

 

（指定期間） 

第３条 甲が乙を指定管理者として指定する期間（以下「指定期間」という。）は、令和７年４月

１日から令和１２年３月３１日までとする。 

２ 管理業務に係る事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（管理業務） 

第４条 甲は、条例１５条の規定に基づき、次に掲げる管理業務を乙に行わせる。 

 (１) 条例第３条の各号に掲げる業務 

(２) 施設等の利用の許可に関すること。 

(３) 交流施設等の維持及び修繕に関すること。 

(４）前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

２ 前項各号に掲げる業務の細目は、別記１「指定管理者業務仕様書（以下「仕様書」という。）」

に定めるとおりとする。 

 

（休館日及び開館時間） 

第５条 交流施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。 

（１）毎月第３火曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律１７８号）に規定する

休日（以下「休日」という。）に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近

い休日でない日）とする。 

（２）１月１日から１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

２ 交流施設の開館時間は、次に掲げるとおりとする。 

名称 営業時間 

観光案内所 午前９時から午後５時３０分まで 

交流施設（観光案内所を除く部分） 
午前９時から午後１０時（午後５時以降の利用につい

て条例第７条第１項の規定による利用の許可を受け



た者がないときは、それぞれ午後５時３０分）まで 

３ 乙は、前２項に規定する休館日及び開館時間を変更しようとするときは、休館日及び開館時間

を変更しようとする日の３０日前までに、あらかじめ甲の承認を得て、休館日及び開館時間を変

更することができる。 

 

（指定管理者の責務） 

第６条 乙は、次に掲げる規定及びこの協定の定めるところに従い信義に沿って誠実に管理業務を

行わなければならない。 

（１） 八代市日奈久観光交流施設条例、同施行規則 

（２） 地方自治法、同施行令、同施行規則ほか行政関係法令 

（３） 労働基準法、労働安全衛生法その他労働関係法令 

（４） 建築物における衛生的環境の確保に関する法律、同施行規則、水道法、同施行規則、建築 

  基準法、消防法、同施行規則、電気事業法その他施設、設備の維持管理又は保守点検に関す 

る法令 

２ 乙は、管理業務に係る情報資産に関する情報セキュリティ対策として、八代市情報セキュリテ

ィポリシーの規定に従い、第１０条に規定する安全確保の措置を講じなければならない。 

３ 乙は、管理業務を行うことにより知り得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号）第６７条の規定に従うとともに、同法第６６条に規定する安全確保の措

置を講じなければならない。 

４ 乙は、交流施設の使用許可承認等行政処分に相当する権限を行使するときは、八代市行政手続

条例（平成１７年八代市条例第１９号。）第２章の規定を遵守しなければならない。 

５ 乙は、管理業務を行うに当たり作成し、又は取得した文書等を適正に管理し、５年間保存しな

ければならない。第３条第１項に定める期間を過ぎた後も同様とする。 

６ 乙は、管理業務を行うに当たり、省エネルギーの徹底、温室効果ガスの排出抑制、廃棄物の発

生抑制、リサイクルの推進、廃棄物の適正処理及び環境負荷の軽減に配慮した物品の調達（グリ

ーン調達）に努めなければならない。 

７ 乙は、交流施設利用者の被災に対する第一次責任を有し、交流施設又は交流施設利用者に災害

があったときは、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければな

らない。 

８ 乙は、管理業務の継続が困難となったとき、又はそのおそれが生じたときは、速やかに甲に報

告し、甲の指示に従わなければならない。 

 

（管理業務の実施準備） 

第７条 乙は、指定期間前に本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わ

なければならない。 

２ 乙は、必要と認めるときは、指定期間前に甲に対して管理物件の視察を申し出ることができる

ものとする。 

３ 甲は、乙から前項の申出を受けたときは、応じることができない合理的な理由がある場合を除

き、その申出に応じなければならない。 

 

（管理業務の委託等の禁止） 

第８条 乙は、管理業務を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承



認を得た場合は、この限りでない。 

２ 乙は、前項ただし書の承認を得ようとするときは、別記２「八代市日奈久観光交流施設管理業

務委託（請負）承認申請書」により甲に申請しなければならない。 

３ 甲は、前項の規定により乙からの申請を承認するときは、別記３「八代市日奈久観光交流施設

管理業務委託（請負）承認書」を乙に交付しなければならない。 

 

（緊急時等の対応） 

第９条 乙は、火災、地震及び風水害の災害等が発生した場合の緊急時（以下「緊急時等」という。）

において、交流施設が避難所機能、応急救護機能等の役割を担う可能性があることを認識し、甲

の要請に従い必要な協力を行わなければならない。 

２ 乙は、緊急時等に、利用者等の避難誘導等の安全確保のための対応を的確に行い、必要資機材

の確保及び対応マニュアルを作成し、交流施設職員に周知する等、緊急時等の対応について十分

な対策を講じなければならない。 

３ 乙は、甲の避難所等の開設の要請があったときは、交流施設の施設又は設備の利用の一部又は

全部を停止し、利用の許可も取り消さなければならない。 

４ 本市における公の施設は、災害等の発生時において、避難場所等として重要な役割を担うこと

が想定されているため、大規模災害・事故等の発生時における施設利用（避難所等）の協力に関

する細目的事項について、甲乙間で協議の上、災害時等における協定を締結する。 

 

（情報資産に関するセキュリティ対策） 

第１０条 乙は、管理業務に係る情報資産を取り扱うに当たり、別記４「情報セキュリティ対策特

記事項」を遵守しなければならない。 

 

（個人情報の保護） 

第１１条 乙は、管理業務に係る個人情報を取り扱うに当たり、別記５「個人情報取扱特記事項」

及び別記６「特定個人情報等の取扱いに関する特記条項」を遵守しなければならない。 

 

（要望及び苦情等に対する対応） 

第１２条 乙は、交流施設利用者等からの要望、苦情等に対応する体制を整えなければならない。 

 

（事業計画等の提出） 

第１３条 乙は、各事業年度の２月末日までに、当該年度の翌年度に係る次に掲げる事項を記載し

た事業計画書を甲に提出しなければならない。 

(１) 管理運営の体制 

(２) 事業の概要及び実施する時期 

(３) 管理運営に要する経費の総額及び内訳 

(４) その他甲が必要と認める事項 

２ 甲は、前項の計画書が提出されたときは、内容を審査し、必要な指示をすることができる。 

 

（業務報告） 

第１４条 乙は、毎月終了後１５日以内に次に掲げる事項を甲に報告するものとする。 

(１) 管理運営月報（利用状況、収入の状況） 



(２) 実施した事業の内容及び実績 

２ 甲は、管理業務の適正を期するため、乙に対し、前項に掲げるもののほか管理業務及び経理の

状況に関し必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。 

 

（事業報告） 

第１５条 乙は、会計年度終了後３０日以内に管理業務に係る次に掲げる事項を記載した事業報告

書を甲に提出しなければならない。 

(１) 管理業務の実施状況 

(２) 施設の利用状況 

(３) 使用料（利用料）の収入の実績 

(４) 管理経費の収支決算 

(５) その他甲が必要と認める事項 

２ 乙は、前項の事業報告書とともに、交流施設の良好な管理状況を確保するために甲が設定した

管理業務の水準を表す適正な指標に対する管理業務の進捗状況に関する報告書を甲に提出しな

ければならない。 

３ 乙は、管理業務に係る収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備し、常に経理状況を明ら

かにしておくとともに、甲が必要と認めるときは、その状況を報告しなければならない。 

 

（交流施設利用者等のアンケート等の実施） 

第１６条 乙は、交流施設の利便性向上等の観点から、交流施設利用者等の満足度調査やアンケー

ト等（以下「アンケート等」という。）を実施し、その結果及び業務改善等の状況について速や

かに甲に報告しなければならない。 

２ アンケート等の実施方法、内容等については、甲、乙協議の上、決定するものとする。 

３ 甲は、第１項の規定により乙から報告を受けたときは、仕様書、事業計画書等の見直しについ

て乙に協議を申し出ることができるものとする。 

 

（管理運営業務の実施状況の確認等） 

第１７条 甲は、乙の管理運営業務及び経理の状況等に関し、第１４条に規定する業務報告書、第

１５条に規定する事業報告書及び前条に規定するアンケート結果等を確認するほか、別記６「指

定管理者制度導入施設におけるモニタリング・評価に関するマニュアル」に基づく確認を行い、

又は実地に調査することができるものとする。 

２ 乙は、前項の申出を受けたときは、合理的な理由がある場合を除き、その申出に応じなければ

ならない。 

３ 甲は、第１項の規定による確認等に応じて、乙の管理運営業務及び経理の状況等に関し、評価

を行うことができるものとする。 

 

（委託料） 

第１８条 管理業務に関する委託料は、次の表のとおりとする。 

対象事業年度 委 託 料 の 額 

令和７年度 金        円（うち消費税及び地方消費税の額     円） 

令和８年度 金        円（うち消費税及び地方消費税の額     円） 



令和９年度 金        円（うち消費税及び地方消費税の額     円） 

令和１０年度 金        円（うち消費税及び地方消費税の額     円） 

令和１１年度 金        円（うち消費税及び地方消費税の額     円） 

２ 事業年度当初に、甲、乙協議した上で前項の委託料の別記７「支払計画書」を作成し、その計

画に従って乙は請求し、甲は委託料を支払う。 

３ 甲は、乙の正当な請求があった日から起算して３０日以内に委託料を支払うものとする。 

 

（委託料の額の変更） 

第１９条 次に揚げる委託料の額を変更すべき事情が生じたときは、その都度甲、乙協議の上、委

託料の額を定めるものとする。 

(1) 消費税率の改正があったとき。 

(2) 施設の使用料を利用料金として指定管理者が収受する場合において、当該使用料に変更が 

あったとき。 

(3) その他特別な事情が生じたとき。 

 

（利用料金） 

第２０条 乙は、条例第１１条第１項に規定する交流施設の利用に係る料金（以下「利用料金」と

いう。）を収受し、これを乙の収入とするものとする。 

２ 交流施設の施設の利用料金の額は、条例若しくは、別表に定める額とする。 

３ 乙は、利用料金による収入については、管理業務を行うために必要と認められる経費に充当し

なければならない。 

４ 乙は、利用料金を施設の利用の開始までに徴収するものとする。ただし、乙が必要と認める場

合は、別に納期を定めて徴収することができる。 

５ 乙は、災害その他利用者の責めによらない理由により交流施設を利用できない場合を除き、一

旦納付された利用料金は、利用者に還付しないものとする。ただし、乙が必要と認める場合は、

甲の承認を得て、利用料金を還付することができる。 

６ 乙は、特別の事情があると認める利用者に対しては、あらかじめ甲の承認を得て利用料金の減

免をすることができるものとする。 

７ 乙は、前項の承認を得ようとするときは、別記８「八代市日奈久観光交流施設利用料金減免基

準承認申請書」により甲に申請しなければならない。 

８ 甲は、前項の規定により乙からの申請を承認するときは、別記９「八代市日奈久観光交流施設

利用料金減免基準承認書」を乙に交付しなければならない。 

９ 乙は、利用料金の額、支払方法等について、利用者への十分な周知に努めなければならない。 

 

（利用料金の額の変更） 

第２１条 乙は、前条第２項の利用料金の額を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得

て、利用料金の額を変更しようとする日の３０日前までに利用料金の額を変更しなければならな

い。 

 

（リスク分担） 

第２２条 管理業務に関するリスク分担については、別記１０「リスク分担表」のとおりとする。 



２ 前項のリスク分担に疑義があるとき、又は同項のリスク分担に規定していないリスクが生じた

ときは、甲、乙両者で協議の上、リスク分担を決定する。 

 

（管理物件に係る損害の賠償） 

第２３条 乙は、管理物件の管理に当たり、乙の責に帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与

えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

２ 前項の場合において、損害を受けた第三者の求めに応じ甲が損害を賠償したときは、甲は乙 

に対して求償権を有するものとする。 

 

（指定の取消し等） 

第２４条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定管理者の指定を取り消

し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部を停止させることができる。この場合におい

て、甲が乙に対し支払った委託料の全部若しくは一部の返還を求め、又は生じた損害の賠償を請

求するときは、乙は、委託料を返還し、又は損害を賠償しなければならない。 

（１）この協定に違反したとき。 

（２）管理業務の処理が著しく不適当と認められるとき。 

（３）前２号に定めるもののほか、乙が交流施設の指定管理者として管理業務を継続することが適

当でないと認められるとき。 

２ 乙が、指定管理者の指定の取り消しを受けようとするときは、その３ヶ月前までに甲に通知し、

指定の取り消しを受けなければならない。 

３ 甲は、第１項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、管理業務の全部または一部を

停止することができる。この場合においては、甲は、管理業務の全部又は一部を停止しようとす

る日の３０日前までにその旨を乙に通知しなければならない。 

４ 前２項の規定により甲が乙の指定管理者の指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部

を停止した場合における損害の賠償については、甲、乙協議して定める。 

 

（業務の引継ぎ等） 

第２５条 乙は、指定期間の終了に際し、甲又は甲が指定する者に対し、管理業務の引継ぎ等を行

わなければならない。 

２ 甲は、必要があると認めるときには、指定期間の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定す

る者による管理する施設の視察を申し出ることができるものとする。 

３ 乙は、甲から前項の規定による申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申

出に応じなければならない。 

４ 前３項の規定は、次条第１項の規定により指定管理者の指定を取り消した場合における管理業

務の引継ぎ等について準用する。 

 

（原状回復） 

第２６条 乙は、その指定期間が終了したとき、又は甲が乙の指定管理者の指定を取り消し、若し

くは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部を停止したときは、その管理しなくなった施設及

び物品等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限り

でない。 

 



（前受金の額及び引継ぎ） 

第２７条 前受金の額は、指定期間の利用に係る使用料のうち、甲が既に収納した使用料から交流

施設条例第１３条の規定により甲が利用者に還付した額を控除した額とし、甲は、当該前受金を

速やかに乙に引き継ぐものとする。 

 

（前受金からの還付金の充当） 

第２８条 乙は、条例第１３条の規定に基づき、前条の前受金から還付すべき使用料で乙が既に還

付を行ったものがあるときは、その還付を行った相当額を当該前受金から充当するものとする。 

 

（指定期間終了又は指定管理者の指定の取消しに伴う前受金の引継ぎ） 

第２９条 乙は、指定期間が終了し、又は指定管理者の指定の取り消しを受けた場合において、甲

が新たな指定管理者を指定したときにあっては当該指定管理者に対して、その他の場合にあって

は甲に対して、乙が予約前受金として徴収した指定期間終了後又は指定管理者の指定の取り消し

を受けた日以後の利用に係る利用料金について、その利用受付の詳細を記した資料を添えて遅滞

なく引き継ぐものとする。この場合において、引き継ぎ後に生じる還付については、甲が新たな

指定管理者を指定したときにあっては次の指定管理者となる者が、その他の場合にあっては甲が

行うものとする。 

 

（自主事業） 

第３０条 乙は、管理業務の実施を妨げない限度において、自己の責任と負担により、自主事業を

実施することができる。 

２ 乙は、前項の自主事業を実施しようとするときは、あらかじめ別記１１「八代市日奈久観光交

流施設自主事業実施承認申請書」により甲に申請し、甲の承認を得なければならない。 

３ 甲は、前項の規定により乙からの申請を承認するときは、別記１２「八代市日奈久観光交流施

設自主事業実施承認書」を乙に交付しなければならない。 

 

（指定管理者による目的外使用） 

第３１条 乙は、交流施設の用途又は目的を妨げない限度において管理物件を利用するときは、八

代市有財産取扱規則（平成１７年八代市規則第１７４号）第２４条から第２６条までの規定によ

り甲から目的外使用の許可を得なければならない。 

２ 前項の規定により乙が管理物件を利用することに要する経費及び当該利用の前の原状に復す

るときに要する経費は、乙の負担とする。 

 

（非管理物件の使用） 

第３２条 乙は、管理物件を除く交流施設の施設、設備及び物品を使用するときは、甲の承認を得

なければならない。 

 

（重要事項の変更等の届出） 

第３３条 乙は、定款、事務所の所在地、代表者その他重要事項の変更等を行ったときは、遅滞な

く甲に届け出なければならない。 

 

（規則等に関する書類の提出） 



第３４条 乙は、管理業務に必要な規則及び非常時の体制を整備し、これを書面にして甲に届け出

なければならない。 

 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第３５条 乙は、この協定によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又

はその権利を担保に供してはならない。 

 

（暴力団等の排除） 

第３６条 乙は、管理業務の実施に当たり、八代市契約等からの暴力団等排除措置に関する要綱（平

成２０年八代市告示第１０３号）の趣旨に鑑み、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）暴力団等による不当介入に応じない体制を確立すること。 

（２）暴力団等の関係業者に対し警備業務等を委託し、又は暴力団等の関係業者から物品等を購入

するなどいかなる取引も行わないこと。 

（３）暴力団等からの迷惑料、用心棒料、賛助金等の不当な要求に絶対に応じないこと。 

２ 乙は、暴力団等からの不当な要求があったときは、甲に直ちに報告しなければならない。 

 

（監査） 

第３７条 八代市監査委員による甲の事務の監査に際し、甲は、必要に応じ乙に対し、実地に調査

し、又は書類の提出を求めることができる。 

２ 乙は、甲から前項に規定する申出を受けたときは、誠実に対応しなければならない。 

 

（協定の改定） 

第３８条 管理業務に関し事情が変更したとき、又は特別な事情が生じたときは、甲、乙協議の上、

この協定を改定することができる。 

 

（協議） 

第３９条 この協定に関し疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、その都

度甲、乙協議して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その１通を所持

する。 

令和 年  月  日 

 

甲  八代市 

八代市松江城町１－２５ 

   代表者 八代市長              印 

 

乙    

 

 

                                       印 



別表（第２０条関係） 

利用時間区分 

施設名 

午前 午後 夜間 全日 時間外 

9時～12時 13時～17時 18時～22時 9時～22時 １時間当り 

舞台 ４７０円 ６２０円 ６２０円 １,５７０円 １５０円 

多目的ホールＡ ６２０円 ８３０円 ８３０円 ２,０９０円 ２００円 

多目的ホールＢ ６２０円 ８３０円 ８３０円 ２,０９０円 ２００円 

交流スペース ３１０円 ４１０円 ４１０円 １,０４０円 １００円 

屋外スペース ６２０円 ８３０円 ８３０円 ２,０９０円 ２００円 

備考 

１ 時間外とは、午前９時前、午後０時から午後１時まで、午後５時から午後６時まで及び午後 

１０時以降をいう。 

２ 午後０時から午後１時まで及び午後５時から午後６時までについては、その前後の時間帯に 

 おける利用に支障がないと認められる場合に限り、時間外としての利用の許可をするものと 

する。この場合において、午前から午後まで連続して利用するときにあっては午後０時から 

午後１時までについて、午後から夜間までに連続して利用するときにあっては午後５時から 

午後６時までについて、それぞれ使用料を徴収しないものとする。 

３ 物品等の販売又は営利の目的とした宣伝行為等の催物を行う場合（各種団体が条例第１条 

 に規定する目的に適合して利用する場合を除く。）の使用料は、上記の使用料の１０割増とす 

 る。 

 


